
   長浜市鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の野生鳥獣による農林水産物への被害を防止するため、交付対象団体が実

施する鳥獣害防止対策事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長浜市補

助金等交付規則（平成１８年長浜市規則第３６号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）交付対象団体 自治会その他市長がこれに類するものとして認めた団体（以下「団体」という。）

をいう。 

（２）鳥獣害防止対策事業 防護柵の設置並びに機能強化及び修繕、並びに野生獣捕獲用檻
おり

の設置を

いう。 

 （補助対象等） 

第３条 事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第１に定めるとおりとする。 

 （補助金交付の制限） 

第４条 補助金の交付は、事業区分ごとに、１団体につき単年度１回限りとする。ただし、緊急性を

伴う修繕に関してはこの限りでない。 

 （事前協議） 

第５条 防護柵整備事業に係る補助金の交付を受けようとする団体は、長浜市鳥獣害防止対策事業補

助金事前協議書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、市長に提出し、承認を受けなければなら

ない。 

（１） 事業実施予定箇所の位置図 

（２） 現況写真 

２ 市長は、前項による事前協議のあったときは、速やかにこれを審査し、長浜市鳥獣害防止対策事

業補助金事前協議回答書（様式第２号）により回答するものとする。 

 （交付申請） 

第６条 規則第４条第１項第４号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとし、別表第２

に定める期日までに、市長に提出しなければならない。 

（１）事業（計画・報告）書（様式第３号） 

（２）補助対象経費に係る見積書の写し 

（３）整備予定図 

（４）事業実施前の写真 

（５）防護柵整備事業においては、前条第２項の回答書の写し 

 （変更申請） 

第７条 交付の決定を受けた団体は、当該決定を受けた事業内容に変更が生じたときは、長浜市鳥獣

害防止対策事業補助金変更申請書（様式第４号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

 （変更承認） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認め

るときは、長浜市鳥獣害防止対策事業補助金変更承認書（様式第５号）により通知する。 

 

 



（実績報告） 

第９条 規則第１４条第１項に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。 

（１）事業（計画・報告）書（様式第３号） 

（２）補助対象経費に係る領収書の写し 

（３）整備完了図 

（４）事業実施後の写真 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条関係） 

事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 

防護柵整備

事業 

次に掲げる要件を満たす防護柵の

整備に係る経費のうち、資材の購入

費、機材の使用料及び委託料（専門

的な作業に限る。）とする。ただし、

資材の運搬費、加工費及び団体によ

る自力施工に要する人件費は含ま

ない。 

(1)野生動物による農作物被害を防

ぐことを目的とした次に掲げる防

護柵であること。 

ア ワイヤーメッシュ柵 

イ 電気柵(電気用品安全法(昭

和 36年法律第 234号)に定める

基準に適合した機器に限る。) 

ウ その他野生鳥獣の侵入を防

ぐための防護柵 

(2)耐用年数は、おおむね５年以上

のものとする。 

(3)１箇所の設置につき受益戸数

は、２戸以上かつ受益面積は５０a

以上とする。 

補助対象経費の３

分の２以内 

 

補助限度額は、次のとおり

とする。 

①新設する場合は、３０万

円を上限とする。 

②既設の防護柵を多獣種に

対応するために、かさ上げ

等の機能強化をする場合

は、３０万円を上限とする。 

③長浜市が推奨するワイヤ

ーメッシュ柵（別図）に準

じる柵の新設のみを行う場

合に限り上限額を５０万円

とする。 

④上記の①②③を併せて行

う場合は、単年度合計補助

金額は、３０万円を上限と

する。 

⑤隣接する２以上の自治会

が協働により事業を実施す

る場合は、上記①②③④そ

れぞれの限度額に参画する

自治会数を乗じた額を限度

額とすることができる。た

だし、この場合、参画自治

会は単体で補助の申請をす

ることができない。 

防護柵修繕

事業 

既設防護柵の修繕に係る経費のう

ち、資材の購入費、機材の使用料及

び委託料（専門的な作業に限る。）

とし、資材の運搬費、加工費及び団

体による自力施工に要する人件費

は含まない。ただし、次に掲げる災

害による倒木により既設防護柵が

破損したものについては、当該倒木

の撤去にかかる委託料も補助の対

象とする。 

(1) 気象庁による特別警報（大雨、

暴風、暴風雪、大雪）又は記録的短

時間大雨情報が発表された異常な

自然現象 

(2) その他市長が特に甚大な被害

があったと認めるもの 

補助対象経費の２

分の１以内 

２０万円を上限とする。 

隣接する２以上の自治会が

協働により事業を実施する

場合は、上記の限度額に、

参画する自治会数を乗じた

額を限度額とすることがで

きる。ただし、この場合、

参画自治会は単体で補助の

申請をすることができな

い。 

 

野生獣捕獲

檻整備事業 

野生獣捕獲用檻の購入費とし、運営

指導等の人件費及び運搬費は含ま

ない。 

補助対象経費の３

分の２以内 

６万円を上限とする。 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第６条関係） 

事業区分 期 日 

防護柵整備事業 第５条の事前協議を経た後に１１月末日まで 

防護柵修繕事業 

１１月末日まで。 

ただし、緊急性を伴う修繕に関してはこの限りで

はない 

野生獣捕獲檻整備事業 １月末日まで 

 

 

 

別図 ワイヤーメッシュ柵（構造図） 

 
  


